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第１章 総則 

（目的） 

第１条 札幌学院大学大学院（以下「本大学院」という。）は、教育基本法及び学校教育法の定める

ところに従い、学部における一般的並びに専門的教養の基礎のうえに、高度にして専門的な学術の

理論及び応用を教授、研究し、もって文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

（自己評価・認証評価） 

第１条の２ 本大学院は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところによ

り、本大学院の教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

２ 本大学院は、前項の措置に加え、その教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ご

とに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。 

３ 自己評価及び認証評価に関する規程は別に定める。 

第２章 大学院の課程、修業年限及び学生定員 

（大学院の課程） 

第２条 本大学院に次の研究科及び専攻を置き、修士の課程を設ける。 

(１) 法学研究科 法学専攻 

(２) 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 

(３) 地域社会マネジメント研究科地域社会マネジメント専攻 

２ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性

を要する職業等に必要な能力を養うことを目的とする。 

（人材養成の目的） 

第２条の２ 各研究科の人材養成の目的は、別に定め、公表するものとする。 

（標準修業年限及び最長在学年限） 

第３条 本大学院の標準修業年限は２年とし、４年を超えて在学することを認めない。 

２ 学生が、職業を有している等の事情により、前項に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し修了する学生（以下「長期履修学生」という。）となることを希望

する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。 

（入学定員及び収容定員） 

第４条 本大学院の入学定員及び収容定員は次のとおりとする。 

研究科・専攻 入学定員 収容定員 

法学研究科 法学専攻 10名 20名 

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 10名 20名 

地域社会マネジメント研究科 地域社会マネジメント専攻 0名 0名 



第３章 教育課程の編成方針等 

（教育課程の編成方針） 

第４条の２ 本大学院は、「卒業の認定に関する方針」及び「教育課程の編成及び実施に関する方針」

に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指

導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるととも

に、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮する。 

（教育方法） 

第５条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

（教育方法の特例） 

第５条の２ 本大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又

は時期において授業若しくは研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

（メディアを利用した授業） 

第５条の３ 本学において教育上有益と認めるときは、多様なメディアを高度に利用して教室等以外

の場所で授業を行うことができる。 

（授業科目・単位数及び履修方法） 

第６条 本大学院の授業科目、単位数及び履修方法は、別表１に掲げるもののほか、当該研究科委員

会において定める履修規程による。 

２ 法学研究科の学生は、入学後所定の期日までに、専修科目を選ぶものとする。 

３ 学生は、毎学年、指導教授の指導により履修しようとする授業科目を決め、指定の期日までに研

究科長に提出しなければならない。 

（単位及び授業の方法） 

第７条 前条第１項の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、次項に定める授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、

授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で大学が定める時間

の授業をもって１単位とする。 

２ 授業の方法は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

行うものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第８条 教育研究上有益と認める時は、学生が本大学院に入学する前に、大学院において修得した単

位（大学院設置基準昭和49年文部省令第28号第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含

む。）を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得した単位として認

定することができる。 

２ 前項により修得した単位として認定することのできる単位数は、本大学院において修得した単位

を除き、15単位を超えないものとする。 

（他の大学院における学修） 

第８条の２ 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院等とあらかじめ協議のうえ、当該大学院の

授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目の単位は、15単位を超えない範囲で、本大学院における授業

科目の履修により修得した単位とみなすことができる。ただし、第８条第２項により認定した単位

数と合わせて20単位を超えないものとする。 

（学部学生の本大学院における授業科目の履修） 

第８条の３ 本学の学部の４年次に在籍する学生で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があ

るときは、教育上支障がないと認められる場合に限り、本大学院の授業科目の履修を許可すること

ができる。 

２ 学部学生の本大学院における授業科目の履修については別に定める。 

第４章 課程修了の認定及び学位の授与 

（単位の授与） 

第９条 一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の適切な方法により学修の成果を評価

して単位を与えるものとする。 



（成績） 

第10条 各科目の成績は、100点を満点とし、90点以上を秀（Ｓ）、80点以上を優（Ａ）、70点以上を

良（Ｂ）、60点以上を可（Ｃ）とし、秀、優、良、可は合格として所定の単位を与える。60点に満

たない者は不可とし、不合格（Ｄ）とする。 

（課程修了要件） 

第11条 本大学院に２年以上在学し、第６条別表１に定める授業科目を法学研究科及び地域社会マネ

ジメント研究科においては30単位以上、臨床心理学研究科においては必修26単位を含め36単位以上

修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格した者は、修士の課程

を修了したものと認める。 

２ 前項に定める修士論文の審査は、第35条に定める研究科委員会が本修士課程の目的に応じ適当と

認めた場合は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって代えることができる。 

３ 第１項に定める在学期間は、優れた成績を修めたと認められる者にあっては、本大学院に１年以

上在学すれば足りるものとする。 

（課程修了認定） 

第11条の２ 前条による課程修了の認定は学期末をもって行う。 

（在学期間の短縮） 

第11条の３ 第８条によって単位を認定する場合であって、当該単位の認定により本大学院の教育課

程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、１年

を超えない範囲で本大学院が定める期間、在学したものとみなすことができる。ただし、この場合

においても、本大学院に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（修士論文の審査及び試験） 

第12条 修士論文の審査及び試験は、札幌学院大学学位規程（以下「学位規程」という。）の定めに

基づき、これを行う。 

（学位の授与） 

第13条 修士課程を修了した者には、学位規程の定めに基づき学位を授与する。 

第５章 学年、学期及び休業日 

（学年、学期及び休業日） 

第14条 本大学院の学年、学期及び休業日は、札幌学院大学学則（以下「大学学則」という。）第５

条、第６条及び第７条の規定を準用する。 

第６章 入学、休学、復学、退学、再入学、除籍及び復籍 

（入学） 

第15条 入学は、学年の始めとする。ただし、教育上支障がないと認められる場合で、かつ、その必

要性が認められる場合は、後学期の始めとすることができる。 

（入学資格） 

第16条 本大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者で、かつ入学試験に合格

した者とする。 

(１) 大学を卒業した者 

(２) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

(３) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者 

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における16年の課程を修了した者 

(５) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(６) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科

学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること

（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課

程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の

指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を



授与された者 

(７) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 

(８) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号） 

(９) 学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学

させる本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(10) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で22歳に達した者 

(11) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院

において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

（入学者選抜） 

第16条の２ 入学者の選抜は、「入学者の受入れに関する方針」に基づき、公正かつ妥当な方法によ

り、適切な体制を整えて行うものとする。 

（入学の出願） 

第17条 入学を志願する者は、指定の期日までに所定の書類を提出し、第26条に定める入学検定料を

納付しなければならない。 

（入学手続及び入学許可） 

第18条 入学を許可された者は、指定の期日までに所定の書類を提出し、第26条に定める学費等を納

付しなければならない。 

２ 入学を許可された者が前項に定める手続きを行わないときは、入学許可はその効力を失う。 

（休学） 

第19条 疾病又はやむを得ない理由により３ヵ月以上就学することができない者に対して休学を許可

することがある。 

２ 休学の許可を受けようとする者は、医師の診断書又は詳細な理由書を添えて研究科長に願い出な

ければならない。 

（休学期間） 

第20条 休学期間は１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合には、通算して２年を超えない

範囲で延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、在学期間に算入しない。 

（復学） 

第21条 休学期間が満了した者または休学期間満了以前に復学しようとする者は、研究科長に復学を

願い出て許可を受けなければならない。 

（退学） 

第22条 疾病又はやむを得ない理由により退学しようとする者は、医師の診断書又は詳細な理由書を

添えて研究科長に願い出て許可を受けなければならない。 

（再入学） 

第23条 退学者が再入学を願い出た場合は、選考のうえ、許可することができる。 

（除籍） 

第24条 次の各号の一に該当する者は除籍する。 

(１) 授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(２) 第３条に定める最長在学年限を超えた者 

(３) 休学期間が満了してもなお復学できない者 

（復籍） 

第24条の２ 前条第１号に該当し除籍となった者が、当該除籍の事由となった授業料等を納付して復

籍を願い出た場合は、審査のうえ許可することができる。 

２ 復籍に関し必要な事項は、札幌学院大学大学院授業料等未納による除籍者の復籍に関する規程に

定める。 



第７章 教員の免許状 

（授与される免許状の所要資格と免許状の種類） 

第25条 高等学校教諭１種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許状に係る高等学校教諭専修免

許状の所要資格を取得しようとする者は、第11条に規定する要件を充足し、かつ、教員免許法およ

び同法施行規則に定める科目および単位を修得しなければならない。 

２ 本大学院において取得できる高等学校教諭専修免許状及び中学校教諭専修免許状の免許教科の種

類は、別表２に掲げるとおりとする。 

第８章 入学検定料及び学費 

（入学検定料及び学費） 

第26条 入学検定料及び学費は、別表３に掲げるとおりとする。 

２ 休学中の者の学費は、免除する。 

（納付金の返還） 

第27条 納付された入学検定料及び学費は、一切返還しない。 

第９章 大学院生の処分 

（大学院生の処分） 

第28条 大学院生の処分については「大学学則」第73条、第74条及び第75条の規定を準用する。 

第10章 科目等履修生、特別科目等履修生、研究生、委託生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第29条 本大学院の学生以外で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、科目等履

修生として許可することができる。 

２ 科目等履修生については別に定める。 

第29条の２ 相互の交流協定のある大学院に在学しながら、本学の授業科目を履修する者を特別科目

等履修生として、授業科目の履修及び単位の修得を認めることができる。 

２ 特別科目等履修生については別に定める。 

（研究生） 

第30条 本大学院において特定の専門事項について研究を希望する者があるときは、研究生として許

可することができる。 

（委託生） 

第31条 公共団体その他の機関等からの委託によって本大学院の授業科目又は特定課題について研究

指導の委託があるときは、その学力を考査し、委託生として許可することができる。 

（外国人留学生） 

第32条 第16条に定める資格を持ち、かつ、外国公館の証明のある外国人留学生に対しては、その学

力を考査し、入学を許可することができる。 

（研究生、委託生及び外国人留学生の取扱い） 

第33条 研究生、委託生及び外国人留学生の取扱いについては、札幌学院大学研究生規程、札幌学院

大学委託生規程及び札幌学院大学外国人留学生規程の定めを準用する。 

第11章 教員組織及び運営組織 

（教員組織） 

第34条 本大学院の授業を担当する教員は、大学院設置基準に規定する資格を満たす札幌学院大学の

専任の教員がこれを行う。ただし、特に必要のある場合は兼任の教員を充てることができる。 

（研究科委員会） 

第35条 本大学院の運営のため、研究科に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、本大学院の授業を担当する専任の教員をもって組織する。 

３ 研究科委員会は、次の事項を審議する。 

(１) 入退学等学生の身分及び賞罰に関する事項 

(２) 研究科の授業科目、単位数、履修方法及び担当に関する事項 

(３) 試験に関する事項 

(４) 課程修了の認定及び学位の授与に関する事項 

(５) 教員の人事に関する事項 

(６) 研究科にかかわる諸規程の制定、改廃に関する事項 



(７) 研究科にかかわる自己点検・評価に関する事項 

(８) その他必要と認める事項 

（研究科長及び研究科運営委員） 

第36条 本大学院の研究科に研究科長及び研究科運営委員を置く。 

２ 研究科長及び研究科運営委員は、研究科委員会が選出する。 

３ 研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。 

（事務職員） 

第37条 本大学院の運営に必要な事務職員を置く。 

第12章 研究施設及び図書館 

（研究指導施設） 

第38条 本大学院の教育研究のため、研究室、演習室等必要な施設を備えるものとする。 

２ 札幌学院大学の施設は、その教育研究に支障を生じない範囲において本大学院と共用することが

できる。 

（図書館） 

第39条 札幌学院大学の図書館に、本大学院の教育研究に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとす

る。 

附 則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

２ 第６条に定める別表１の科目については平成９年以前の入学生にも適用する。 

附 則 

この学則は、平成12年１月28日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地域社会マネジメント研究科地域社会マネジメント専攻の入学定員及び収容定員については、第

４条の規定にかかわらず平成19年度については次のとおりとする。 



 

研究科・専攻 入学定員 収容定員 

地域社会マネジメント研究科 地域社会マネジメント専攻 20名 35名 

附 則 

この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 法学研究科法学専攻の入学定員及び収容定員については、第４条の規定にかかわらず平成21年度

については次のとおりとする。 

研究科・専攻 入学定員 収容定員 

法学研究科 法学専攻 15名 25名 

附 則 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、令和２年６月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第25条第２項の規定にかかわらず、臨床心理学研究科の平成29年度以前入学生及び地域社会マネ

ジメント研究科の平成30年度以前入学生が取得できる免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。 

研究科 専攻 教員免許状の種類 免許教科 

  中学校教諭専修免許状 社会 

臨床心理学研究科 臨床心理学 高等学校教諭専修免許状 地理歴史 

  高等学校教諭専修免許状 公民 

地域社会マネジメン

ト研究科 

地域社会マネジメン

ト 

中学校教諭専修免許状 社会 

高等学校教諭専修免許状 商業 

高等学校教諭専修免許状 公民 

附 則 

この学則は、令和４年４月１日から施行する。 



附 則 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 地域社会マネジメント研究科地域社会マネジメント専攻は、令和７年４月１日から学生募集を停

止し、当該在学生の修了を待って廃止する。 

３ 法学研究科法学専攻及び地域社会マネジメント研究科地域社会マネジメント専攻の収容定員につ

いては、第４条の規定にかかわらず、令和７年度については次のとおりとする。 

研究科・専攻 入学定員 収容定員 

法学研究科 法学専攻 10名 25名 

地域社会マネジメント研究科 地域社会マネジメント専攻 0名 20名 

 

別表１（第６条第１項関係） 

法学研究科 法学専攻 

授業科目 
授業を行な

う年次 

単位数 
備考 

必修 選択 

（基礎科目群）    授業科目の内、専修科目及びこ

れに対応する演習を含む合計

30単位以上を修得し、かつ、専

修科目担当教授に必要な研究

指導を受けたうえ、修士論文ま

たは特定課題の研究成果を提

出すること。 

アカデミック・ライティングⅠ １・２  ２ 

アカデミック・ライティングⅡ １・２  ２ 

外国文献研究Ⅰ １・２  ２ 

外国文献研究Ⅱ １・２  ２ 

（公法科目群）    

憲法特講ＡⅠ １・２  ２  

憲法特講ＡⅡ １・２  ２  

刑法特講Ⅰ １・２  ２  

刑法特講Ⅱ １・２  ２  

刑事訴訟法特講 １・２  ２  

行政法特講Ⅰ １・２  ２  

行政法特講Ⅱ １・２  ２  

地方自治法特講 １・２  ２  

労働法特講Ⅰ １・２  ２  

労働法特講Ⅱ １・２  ２  

社会保障法特講 １・２  ２  

税法特講ＡⅠ １・２  ２  

税法特講ＡⅡ １・２  ２  

税法特講ＢⅠ １・２  ２  

税法特講ＢⅡ １・２  ２  

税法各論特講Ⅰ １・２  ２  

税法各論特講Ⅱ １・２  ２  

税法各論特講Ⅲ １・２  ２  

税法各論特講Ⅳ １・２  ２  

（民事法科目群）     

民法特講ＡⅠ １・２  ２  

民法特講ＡⅡ １・２  ２  

民法特講ＢⅠ １・２  ２  



民法特講ＢⅡ １・２  ２  

民法特講ＣⅠ １・２  ２  

民法特講ＣⅡ １・２  ２  

民事訴訟法特講Ⅰ １・２  ２  

民事訴訟法特講Ⅱ １・２  ２  

商法特講ＡⅠ １・２  ２  

商法特講ＡⅡ １・２  ２  

商法特講ＢⅠ １・２  ２  

商法特講ＢⅡ １・２  ２  

不動産運用設計特講 １・２  ２  

（政治・国際科目群）     

政治学特講Ⅰ １・２  ２  

政治学特講Ⅱ １・２  ２  

国際関係論特講Ⅰ １・２  ２  

国際関係論特講Ⅱ １・２  ２  

行政学特講Ⅰ １・２  ２  

行政学特講Ⅱ １・２  ２  

日本法制史特講Ⅰ １・２  ２  

日本法制史特講Ⅱ １・２  ２  

（演習科目群）     

憲法演習ＡⅠ １  ２  

憲法演習ＡⅡ ２  ２  

憲法演習ＡⅢ ２  ２  

刑法演習Ⅰ １  ２  

刑法演習Ⅱ ２  ２  

刑法演習Ⅲ ２  ２  

行政法演習Ⅰ １  ２  

行政法演習Ⅱ ２  ２  

行政法演習Ⅲ ２  ２  

労働法演習Ⅰ １  ２  

労働法演習Ⅱ ２  ２  

労働法演習Ⅲ ２  ２  

税法演習ＡⅠ １  ２  

税法演習ＡⅡ ２  ２  

税法演習ＡⅢ ２  ２  

民法演習ＡⅠ １  ２  

民法演習ＡⅡ ２  ２  

民法演習ＡⅢ ２  ２  

民法演習ＢⅠ １  ２  

民法演習ＢⅡ ２  ２  

民法演習ＢⅢ ２  ２  

民法演習ＣⅠ １  ２  

民法演習ＣⅡ ２  ２  

民法演習ＣⅢ ２  ２  

民事訴訟法演習Ⅰ １  ２  

民事訴訟法演習Ⅱ ２  ２  

民事訴訟法演習Ⅲ ２  ２  



商法演習ＡⅠ １  ２  

商法演習ＡⅡ ２  ２  

商法演習ＡⅢ ２  ２  

商法演習ＢⅠ １  ２  

商法演習ＢⅡ ２  ２  

商法演習ＢⅢ ２  ２  

政治学演習Ⅰ １  ２  

政治学演習Ⅱ ２  ２  

政治学演習Ⅲ ２  ２  

行政学演習Ⅰ １  ２  

行政学演習Ⅱ ２  ２  

行政学演習Ⅲ ２  ２  

日本法制史演習Ⅰ １  ２  

日本法制史演習Ⅱ ２  ２  

日本法制史演習Ⅲ ２  ２  

国際関係論演習Ⅰ １  ２  

国際関係論演習Ⅱ ２  ２  

国際関係論演習Ⅲ ２  ２  

 

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 

授業科目 
授業を行な

う年次 

単位数 
備考 

必修 選択 

（基礎科目）    必修26単位を含め36単位以上

を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けたうえ、学位論文の審

査及び試験を受けること。 

臨床心理学特論Ⅰ １  ２ 

臨床心理学特論Ⅱ １  ２ 

臨床心理査定演習Ⅰ １  ２ 

臨床心理査定演習Ⅱ １  ４ 

心理的アセスメントに関する理論

と実践 

１ ２   

臨床心理面接特論Ⅰ １  ２  

心理支援に関する理論と実践 １ ２   

臨床心理面接特論Ⅱ １  ２  

臨床心理基礎実習 １  ２  

（心の成長・発達科目群）     

教育心理学特論 １・２  ２  

教育分野に関する理論と支援の展

開 

１・２ ２   

（学校臨床心理学）     

（心の障害・健康科目群）     

保健医療分野に関する理論と支援

の展開（精神医学特論） 

１・２ ２   

心理療法学特論 １・２  ２  

心の健康教育に関する理論と実践

（健康援助学） 

１・２ ２   

家族関係・集団・地域社会における

心理支援に関する理論と実践 

１・２ ２   

（実習科目）     

心理実践実習Ⅰ １  ５  



心理実践実習Ⅱ（臨床心理実習Ⅰ） ２  ５  

臨床心理実習Ⅱ ２  ２  

（共通選択科目）     

社会心理学特論 １・２  ２  

芸術療法特論 １・２  ２  

心理学研究法特論 １・２  ２  

心理学特別演習 ２  ４  

心理臨床の倫理と法規 １・２  ２  

心理統計法特論 １・２  ２  

司法・犯罪分野に関する理論と支援

の展開（犯罪心理学） 

１・２ ２   

福祉分野に関する理論と支援の展

開（障害者（児）心理臨床特論） 

１・２ ２   

産業・労働分野に関する理論と支援

の展開 

１・２ ２   

（研究指導科目）     

臨床心理学特別研究Ⅰ １ ４   

臨床心理学特別研究Ⅱ ２ ４   

 

地域社会マネジメント研究科 地域社会マネジメント専攻 

授業科目 
授業を行な

う年次 
単位数 備考 

 

地域

社会

研究

科目 

地域社会まちづくり論 １ ２ ３科目６単位以上選

択必修 

基本

科目 

地域社会経済論 １ ２ 

地域社会会計論 １ ２  

地域社会管理論 １ ２  

地域活性化システム論 １ ２  

 地域調査論 １ ２  

  地域情報論演習 １・２ ２ ９科目18単位以上選

択必修   地域環境論演習 １・２ ２ 

  地域行政論演習 １・２ ２  

  地域経済論演習 １・２ ２  

 

コミ

ュニ

ティ

科目 

地域財政論演習 １・２ ２  

 地域社会論演習 １・２ ２  

 ＮＰＯ事例研究演習 １・２ ２  

 地域活性化システム論演習 １・２ ２  

 地域プロジェクト論演習 １・２ ２  

 地域社会リスクマネジメント論演習 １・２ ２  

  地域言語コミュニケーション論演習 １・２ ２  

  異文化コミュニケーション論演習 １・２ ２  

展開

科目 

 地域福祉論演習 １・２ ２  

 地域産業論演習 １・２ ２  

 地域金融経済論演習 １・２ ２  

  経営戦略論演習 １・２ ２  

  起業家論演習 １・２ ２  

  人的資源論演習 １・２ ２  

  コーポレート・リスクマネジメント論 １・２ ２  



演習 

 ビジ

ネス

科目 

ライフサイクル・リスクマネジメント

論演習 

１・２ ２  

 地域マーケティング論演習 １・２ ２  

 パーソナルファイナンス論演習 １・２ ２  

 金融論演習 １・２ ２  

  ファイナンス理論演習 １・２ ２  

  財務会計論演習 １・２ ２  

  管理会計論演習 １・２ ２  

  監査論演習 １・２ ２  

  税務会計論演習 １・２ ２  

課題研究科

目 

特別演習Ⅰ １ ２ 必修 

特別演習Ⅱ ２ ２ 必修 

特別演習Ⅲ ２ ２ 必修 

注）基本科目、展開科目及び課題研究科目から合計30単位以上を修得のうえ、修士論文、または特

定の課題についての研究の成果を提出すること。 

 

別表２（第25条第２項関係） 

研究科 専攻 教員免許状の種類 免許教科 

法学研究科 法学 
中学校教諭専修免許状 社会 

高等学校教諭専修免許状 公民 

 

別表３（第26条第１項関係） 

１ 入学検定料 

項目 金額（単位 円） 

入学検定料 30,000 

２ 学費 

法学研究科 

(１) 令和７年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度 入学金 120,000  120,000 

授業料 278,000 278,000 556,000 

教育充実費 85,000 85,000 170,000 

計 483,000 363,000 846,000 

令和８年度以降 授業料 278,000 278,000 556,000 

教育充実費 85,000 85,000 170,000 

計 363,000 363,000 726,000 

注１：入学金については、本学卒業生（文専・短大含む）は免除する。 

注２：令和７年度の前期の納期は入学手続き時とする。 

(２) 令和６年度及び令和５年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 278,000 278,000 556,000 

教育充実費 75,000 75,000 150,000 

計 353,000 353,000 706,000 



(３) 令和４年度及び令和３年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 278,000 278,000 556,000 

教育充実費 65,000 65,000 130,000 

計 343,000 343,000 686,000 

(４) 令和２年度入学生適用 

（単位 円） 

納期 前期 後期 
合計 

項目 ４月18日 ９月30日 

令和７年度 授業料 278,000 278,000 556,000 

教育充実費 60,000 60,000 120,000 

計 338,000 338,000 676,000 

 

臨床心理学研究科 

(１) 令和７年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度 入学金 120,000  120,000 

授業料 345,000 345,000 690,000 

教育充実費 85,000 85,000 170,000 

計 550,000 430,000 980,000 

令和８年度以降 授業料 345,000 345,000 690,000 

教育充実費 85,000 85,000 170,000 

計 430,000 430,000 860,000 

注１：入学金については、本学卒業生（文専・短大含む）は免除する。 

注２：令和７年度の前期の納期は入学手続き時とする。 

(２) 令和６年度及び令和５年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 345,000 345,000 690,000 

教育充実費 75,000 75,000 150,000 

計 420,000 420,000 840,000 

(３) 令和４年度及び令和３年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 345,000 345,000 690,000 

教育充実費 65,000 65,000 130,000 

計 410,000 410,000 820,000 

 



(４) 令和２年度入学生適用 

（単位 円） 

納期 前期 後期 
合計 

項目 ４月18日 ９月30日 

令和７年度 授業料 345,000 345,000 690,000 

教育充実費 60,000 60,000 120,000 

計 405,000 405,000 810,000 

 

地域社会マネジメント研究科 

(１) 令和６年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 226,000 226,000 452,000 

教育充実費 75,000 75,000 150,000 

計 301,000 301,000 602,000 

(２) 令和５年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 226,000 226,000 452,000 

教育充実費 75,000 75,000 150,000 

計 301,000 301,000 602,000 

(３) 令和４年度及び令和３年度入学生適用 

（単位 円） 

 納期 前期 後期 
合計 

項目  ４月18日 ９月30日 

令和７年度以降 授業料 226,000 226,000 452,000 

教育充実費 65,000 65,000 130,000 

計 291,000 291,000 582,000 

(４) 令和２年度入学生適用 

（単位 円） 

納期 前期 後期 
合計 

項目 ４月18日 ９月30日 

令和７年度 授業料 226,000 226,000 452,000 

教育充実費 60,000 60,000 120,000 

計 286,000 286,000 572,000 

 


